
行 政 法 

（ 50 点）  
 

精神保健指定医 X は、諸々の業務で繁忙を極めていたため、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律 21 条 3 項に規定する診察を行うに当

たり、数度にわたって、一切の関係資料に目を通すことなく、入院を継

続する必要はないと判定した。  

その後、この事実が発覚したため、厚生労働大臣は、同法 1 9 条の 2 第

2 項に基づき、X に係る指定医の指定を取り消す処分 A をするとともに ､

医師法 7 条 1 項 2 号に基づき、X の医業を 6 ヶ月間停止する処分 B をし

た。  

X は、 A には不服はなかったが、 B には不服があったため、 B のみの

取消訴訟を提起したところ、その係属中に、 X に係る医業の停止期間が

満了した。  

X の訴訟代理人の立場に立って、いまだ B の取消しを求める訴えの利

益は消滅していないと主張するとすれば、どのような論拠が考えられる

か。  

 

 

【参照条文】  

 

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二

十三号）  （抄）  

（精神保健指定医）  

第十八条  厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のう

ち第 十九 条の 四に 規定 する 職務 を行 うの に必 要な 知識 及び 技能 を 有

すると認められる者を、精神保健指定医（以下「指定医」という。）に

指定する。  

一  五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。  

二  三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。 

三  厚生 労働 大臣 が定 める 精神 障害 につ き厚 生労 働大 臣が 定め る 程



度の診断又は治療に従事した経験を有すること。  

四  厚生 労働 大臣 の登 録を 受け た者 が厚 生労 働省 令で 定め ると こ ろ

により行う研修（申請前一年以内に行われたものに限る。）の課程を

修了していること。  

２  厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又

は第 二項 の規 定に より 指定 医の 指定 を取 り消 され た後 五年 を経 過 し

てい ない 者そ の他 指定 医と して 著し く不 適当 と認 めら れる 者に つ い

ては、前項の指定をしないことができる。  

３  …  

（指定の取消し等）  

第十九条の二  …  

２  指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又

はそ の職 務に 関し 著し く不 当な 行為 を行 つた とき その 他指 定医 と し

て著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取

り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。  

３・４  …  

（職務）  

第十九条の四  指定医は、第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定

により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項

及び 第三 十三 条の 七第 一項 の規 定に よる 入院 を必 要と する かど う か

及び 第二 十条 の規 定に よる 入院 が行 われ る状 態に ない かど うか の 判

定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの

判定、第三十八条の二第一項（…）に規定する報告事項に係る入院中

の者 の診 察並 びに 第四 十条 の規 定に より 一時 退院 させ て経 過を 見 る

ことが適当かどうかの判定の職務を行う。  

２・３  …  

第二十一条  …  

２  精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者（以下「任意入院

者」という。）から退院の申出があつた場合においては、その者を退院

させなければならない。  

３  前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医によ



る診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する

必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を

限り、その者を退院させないことができる。  

４～７  …  

 

◎医師法（昭和二十三年法律第二百一号）  （抄）  

第二条  医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大

臣の免許を受けなければならない。  

第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが

ある。  

一  心身 の障 害に より 医師 の業 務を 適正 に行 うこ とが でき ない 者 と

して厚生労働省令で定めるもの  

二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者  

三  罰金以上の刑に処せられた者  

四  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為の

あつた者  

第五条  厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定に

よる処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。  

第七条  医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位

を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処

分をすることができる。  

一  戒告  

二  三年以内の医業の停止  

三  免許の取消し  

２～１７  …  

第七条の二  厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げ

る処 分を 受け た医 師又 は同 条第 二項 の規 定に より 再免 許を 受け よ う

とする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき

知識 及び 技能 に関 する 研修 とし て厚 生労 働省 令で 定め るも の（ 以 下

「再教育研修」という。）を受けるよう命ずることができる。  

２  厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者につい



て、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。  

３  厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証

を交付する。  

４・５  …  

 

◎医療法（昭和二十三年法律第二百五号）  （抄）  

第七条  病院を開設しようとするとき、医師法（昭和二十三年法律第二

百一号）第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者（同法第七

条の 二第 一項 の規 定に よる 厚生 労働 大臣 の命 令を 受け た者 にあ つ て

は、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修

等修了医師」という。）及び歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）

第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者（同法第七条の二第

一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第

二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科

医師」という。）でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産

師（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第十五条

の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、

同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条

及び第十一条において同じ。）でない者が助産所を開設しようとする

ときは、開設地の都道府県知事（…）の許可を受けなければならない。  

２・３  …  

４  都道府県知事…は、前三項の許可の申請があつた場合において、そ

の申 請に 係る 施設 の構 造設 備及 びそ の有 する 人員 が第 二十 一条 及 び

第二 十三 条の 規定 に基 づく 厚生 労働 省令 並び に第 二十 一条 の規 定 に

基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可

を与えなければならない。  

５・６  …  

 

◎医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）  （抄）  

第一条の十四  法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許

可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地



の都道府県知事（…）に提出しなければならない。…  

一  開設者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる

事務所の所在地）並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修

等修了歯科医師であるときはその旨（臨床研修修了登録証（開設者

が医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第七条の二第一項の規定

による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法（昭和二十三年法律第二

百二号）第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受け

た者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修

了登録証）を提示し、又はそれらの写しを添付すること。）  

二～十六  …  

２～１２  …  

 


